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論文内容の要旨 
 

1. 本論文の構成 

本論文は、退院請求・処遇改善請求制度に関する患者・家族・医療者の体験と認識を把

握するために実施した 4つの調査の結果、ならびに調査結果に対する分析・考察を以下の

構成により報告する。 

 

第 1章 問題と目的 

第 2章 調査 1. 退院請求・処遇改善請求制度における患者の体験 

第 3章 調査 2. 退院請求・処遇改善請求制度における家族の体験 

第 4章 調査 3. 退院請求・処遇改善請求の権利を患者・家族双方が有することによる

影響 

第 5章 調査 4. 退院請求・処遇改善請求制度に関する医療者の体験と認識 

第 6章 調査１～４で得られたカテゴリーならびにサブカテゴリーの分析 

 

2. 本論文の概要 

各章における概要を以下に示す。 

 

第 1章 問題と目的 

審査会は 1987年の精神保健法制定時に設置された機関であり、精神科病院に入院中の

患者の権利擁護に関する重要な役割を担っている。審査会の主な業務は、①精神科病院の

管理者から医療保護入院の届出または入院期間更新の届出および措置入院の決定報告また

は定期病状報告があったときに、当該入院中の者についてその入院の必要性があるかどう

かに関し審査を行うこと、②精神科病院の管理者から任意入院者の定期病状報告があった

ときに、都道府県知事からの求めに応じて、当該入院中の者についてその入院の必要があ

るかどうかに関し審査を行うこと、③精神科病院に入院中の者またはその家族等から、退

院等請求があったときに、当該請求に係る入院中の者について、その入院の必要があるか

どうか、またはその処遇が適当であるかどうかについて審査を行うことである（前沢, 

2024）。 



 

 

当事者の意思や行動に基づかず自動的に、そして形式的に（厚生労働省, 2012）実施さ

れる書類審査と異なり、退院等請求は、患者や家族が主体的に実施するという点で意義が

大きく（畑, 須藤, 宍戸 他, 2003）、意見聴取等をとおして審査プロセスに直接的に関与

する機会を持つという特徴を有する。一方、入院の届出・定期報告の数や、身体拘束・閉

鎖処遇の実態を考慮すると、請求件数は少ないことが複数の報告で指摘されており（大曽

根・水戸川, 2010; 篠原, 2018; 2019）、このような状況は請求制度へのアクセスが十分

に保障されていない可能性を示唆している。さらに、審査会設置後も、精神科病院におけ

る人権侵害は後を絶たず（平田, 2013）、近年も病院職員による集団暴行虐待事案が複数

件発生している（前沢, 2024）。こうした状況は、審査会が十分に機能していないことの

傍証であるという見方もある（平田, 2004）。 

そして、現代においては、当事者参画の重要性が強く認識されつつある。障害者権利条

約では、「障害者が、政策及び計画（障害者に直接関連する政策及び計画を含む。）に係る

意思決定の過程に積極的に関与する機会を有すべきである」と示されており、審査会活動

に関しても、当事者の意見を反映させることが求められている（四方田, 2015）。しか

し、請求制度に関しては、請求権を有する患者・家族が審査会や請求制度についてどのよ

うに評価しているかという点は十分に把握されていない。佐藤（2009）は、先行研究は退

院等請求の受理状況やその結果に関する報告が中心であり、それだけでは患者・家族や医

療者の苦悩は伝わらないと述べており、畑ら（2003）も、退院等請求に至るまでのプロセ

スに関わる要因を詳細に検討した報告は見当たらないことを指摘している。 

また、本研究では、患者・家族に加え医療者を当事者と位置付けている。厚生労働省が

2012 年に公表している「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム第３ラ

ウンドとりまとめ」の中で「審査の結果、退院が可能であり、医療保護入院の退院を解除

しなければならないとなった時、その後のケアや医療の責任を病院だけに負わせるのか」

という問題提起がなされている。さらに、請求が認められなかったことに対して、約 6 割

の患者は納得していない様子があることが示されているが（弟子丸, 2009）、審査会自体

が結果通知後のフォローを提供することは困難であり、請求を実施した結果生じる問題に

ついては、医療者が臨床的に対応することが求められている。こうした状況は、医療者が

請求実施に関連して生じる不満や葛藤を抱え得る当事者であることを示している。 

本研究では、請求権を保障されている患者・家族ならびに請求制度の中で様々な影響を



 

 

与え、受け得る医療者の体験や認識を体系的に把握すること、また、患者・家族・医療者

という異なる立場からの視点をふまえ、請求制度の現状と課題を多角的に捉えることを目

的に調査を実施する。本調査で収集・分析されたデータは、請求制度運用のあり方を検討

するための基盤的データとなると考えられる。 

なお、上記目的をふまえ、本研究は質的記述的研究デザインを採用した。質的記述的研

究は、人々がどのような思考、感情、態度を有しているか、どのように意思決定をしてい

るかという問いに対する、率直で、理論による変形が最小限の結果を導きだすことに適し

た研究デザインである（Sandelowski, 2000）。 

 

第 2章 調査 1. 退院請求・処遇改善請求制度における患者の体験 

調査 1では、精神科病院へ入院した経験があり、請求制度を知っている 20歳以上の者

100 名に、ウェブ上で自由記述式調査を実施し、請求の実施もしくは未実施（以下、実施

/未実施）の理由と、実施/未実施によって生じた影響について回答を得た。自由記述回答

においては、短文での回答が多かったためコード化は行わず、類似した回答を収集し、カ

テゴリー（【 】で表記）、サブカテゴリー（〈 〉で表記）を生成した。また、回答者を実

施群（請求を実施した者）、実施無群（入院中に請求制度について知っていたが、請求を

実施しなかった者）、希望群（退院後に請求制度を知った者のうち、入院中に制度を知っ

ていれば請求をしたと思う者）、希望無群（退院後に請求制度を知った者のうち、入院中

に制度を知っていたとしても請求をしなかったと思う者）の 4群に分類した。回答内容

は、入院生活における不満やニーズの有無・内容に言及した「請求動機」、請求実施に至

った背景要因に言及した「請求実施の促進要因」、請求実施に至らなかった背景要因に言

及した「請求実施の阻害要因」に分類が可能であった。分析の結果、請求動機としては

【治療・待遇に対する疑問・不当性の認識】、【退院を希望】、【経済的負担感】、【生活の懸

念やライフイベントの発生】が、請求実施の促進要因としては【症状が軽度・改善】、【周

囲の勧め】が、請求実施の阻害要因としては【請求制度への期待感の欠如】、【知識・理解

が不十分】、【気力の欠如】、【手続きが面倒】、【医師への恐怖心】が抽出された。請求動機

は多岐にわたり、このことは入院治療が患者にとって多面的な不満・制限をもたらし得る

ことを意味している。患者が請求動機を有する場合、請求実施の促進要因が存在すれば請

求に至る可能性は高くなるが、阻害要因が存在することで請求に至らないケースもある。



 

 

また、請求制度への理解不足が阻害要因のひとつであることが示され、効果的な周知方法

の検討が必要であることが確認された一方、制度について理解したとしても、患者が制度

に期待が持てないと解釈することで請求実施は阻害される可能性がある。そして、請求実

施/未実施の影響について、肯定的影響は実施群のみで確認され、否定的影響は実施群と

実施無群の双方で確認された。このことは、請求制度が権利擁護ならびに医療の質の確保

（大谷, 1991）に寄与する側面を示す一方、請求制度による利益を享受できない患者、さ

らには不利益を経験する患者がいることを示している。今回の調査からは、請求動機があ

ったものの、阻害要因の存在により請求に至らなかった場合に、否定的影響が生じやすい

傾向があることが示唆された。 

 

第 3章 調査 2. 退院請求・処遇改善請求制度における家族の体験 

調査 2では、精神科病院へ入院した者の家族で、請求制度を知っている 20歳以上の者

100 名に、ウェブ上で自由記述式調査を実施し、請求の実施/未実施の理由と、実施/未実

施によって生じた影響について回答を得た。分析方法や手続きについては、調査 1と同様

である。請求動機は患者と概ね一致しており、【治療・待遇に対する疑問・不当性の認

識】が請求の実施動機として一般的なものである可能性が示された。また、家族も入院費

の支払いや患者のいない生活等に対して様々な不安や懸念を抱いていることが明らかとな

った。請求動機が生じなかった背景については、〈入院期間が家族の息抜き〉という家族

特有の回答がみられており、患者と家族で、入院の必要性を評価する基準が異なる可能性

が示された。請求実施の阻害要因については、調査 1では確認されなかったものとして

【請求実施に起因する治療上の不利益を考慮】が抽出された。治療上の不利益を考慮して

いた家族 2名は、請求を実施しなかったことで否定的影響が生じたと報告している。これ

は、処遇改善を求めて請求を実施したいという思いと、請求を実施することによって生じ

得る不利益への懸念との間で、強い葛藤を抱えていたことを示唆している。また、請求未

実施による否定的影響に関しては、その他複数の記述があり、患者と家族の意向が一致し

ていない場合、請求制度の理解が不十分な場合にも否定的影響が生じやすい可能性が示さ

れた。 

 

第 4章 調査 3. 退院請求・処遇改善請求の権利を患者・家族双方が有することによる



 

 

影響 

調査 3では、精神科病院へ入院した経験がある者、家族の入院を経験したことがある

者、入院した経験があり、かつ家族の入院も経験している者（以下、患者かつ家族）を対

象とした。また、請求制度を知っている 20歳以上の者という条件を加え、150 名にウェ

ブ上で調査を実施した。調査項目は「退院請求・処遇改善請求の権利は誰に保障されるこ

とが望ましいと思いますか」という質問 1問であり、質問への回答について、「患者のみ

に保障されることが望ましい」（以下、患者保障）、「家族のみに保障されることが望まし

い」（以下、家族保障）、「患者・家族の両方に保障されることが望ましい」（以下、双方保

障）、「患者・家族の両方に保障されないことが望ましい」（以下、非保障）の 4つの選択

肢を提示したうえで、選択理由について自由記述形式で回答を求めた。自由記述回答の分

析方法については、調査 1と同様である。分析の結果、患者、家族、患者かつ家族という

全ての立場において、双方保障を支持する割合が最も高いことが示され、このことは、患

者・家族双方に請求権を保障するという現行制度の枠組みが一定程度肯定的に受け止めら

れていることを表している。そして、双方保障は【患者・家族それぞれの当事者性の受

容】、【患者・家族が有する相互性・一体性の受容】、【代弁役割に関する患者の期待と家族

の自覚】に基づいて支持されていることが示唆された。一方、自身もしくは他者が請求権

を有することに対して抵抗感や負担感を抱く者がいることも明らかとなった。これらの知

見から、以下のことが重要であると考えられる。すなわち、自身や他者の当事者性に対す

る否定的な見方や、患者-家族間の関係性を臨床的に取り扱う中で、当事者性の受容を促

進すること、そして患者・家族の個別性に基づく相互性・一体性のあり方を模索していく

ことである。このような取り組みは、請求制度に対する肯定的な受け止め方を育むだけで

なく、結果として患者・家族双方の心理的負担を軽減することにつながる可能性がある。 

 

第 5章 調査 4. 退院請求・処遇改善請求制度に関する医療者の体験と認識 

調査 4では、精神科病院で勤務した経験のある精神保健福祉士（以下、PSW）9名、精

神科医 12名に対して、半構造化インタビューを実施した。質問内容は、請求制度のもと

での患者・家族・医療機関のメリット、請求認容時および非認容時に生じる否定的影響、

請求実施に伴い生じる医療機関の負担、他者が請求の権利を有することによる影響、請求

認容時および非認容時の医療者の心理、退院の要望への対応方法、制度の説明方法、制度



 

 

についての理解を得ることの困難さ、理解を得るための工夫についてであり、16 の質問

によりこれらを聴取した。分析は、佐藤（2008）の質的データ分析方法に則って実施し

た。語りの切片化・コード化、カテゴリーの生成を行ったうえで、継続的比較法（カテゴ

リー同士の比較、語りとカテゴリーの比較、複数の語りの比較、複数の事例間の比較）を

行った。調査の結果、請求制度には様々なメリット・デメリットがあり、多様な肯定的影

響・否定的影響が生じ得ることが明らかとなった。そして、請求制度のもとで生じた現象

は肯定的側面と否定的側面の双方から捉えることが可能であること、また肯定的影響を享

受できる者と、否定的影響を引き受けなければならない者とに二分される状況が生じてい

ることが示された。医療者は、請求制度を法的権利として捉えるだけでなく、患者・家族

に対する臨床的影響や、医療者への負担を伴う制度であることをふまえながら、現場で患

者・家族の対応を行っている。請求制度のもとで生じ得る否定的影響への配慮は、医療の

継続的な提供や、適切なリスク管理に結びついている側面がある一方、医療者を困難な意

思決定の場に立たせる要因ともなっている。また、患者の法的権利は、医学的利益や家族

の利益と比べて、優先度が低くなりやすい傾向があることが示されたが、このことは単に

患者の意向を尊重しない態度が反映したものと断定することはできず、請求実施による否

定的影響から患者を保護するという側面もあわせ持つことが示唆されている。医療者は、

患者の権利と医学的利益・家族の利益・医療者の利益等、様々な利益・不利益を考慮する

ことが求められており、そのバランスを取ることの難しさが、請求制度の活用に関する消

極的姿勢の形成に寄与している可能性がある。 

第 6章 調査１～４で得られたカテゴリーならびにサブカテゴリーの分析 

調査 1では 19個のカテゴリーと 4個のサブカテゴリーが、調査 2では 21個のカテゴリ

ーと 5個のサブカテゴリーが、調査 3では 11個のカテゴリーが、調査 4では 82個のカテ

ゴリーと 17個のサブカテゴリーが抽出された。重複して抽出されたカテゴリーを除く

と、115種類のカテゴリーと 25種類のサブカテゴリーが、調査 1～4をとおして示された

ことになる。4つの調査結果を総合した結果、「1. 請求権の保障に対する患者・家族の認

識」「2. 請求実施/未実施に伴う患者・家族への影響」、「3. 請求制度のもとで生じる医療

者への影響」、「4. 請求実施/未実施に至るプロセス」、という観点から整理が可能であっ

た。 

「1. 請求権保障に対する患者・家族の認識」については、調査 2、3、4で抽出された



 

 

カテゴリーを用いて整理がなされた。患者・家族それぞれの当事者性を受容すること、な

らびに患者・家族が有する相互性・一体性を受容することが双方保障支持の理由となる一

方、当事者性や相互性・一体性の受容が困難である時に、自身や他者の請求権保有に対す

る否定的認識が形成されることが示された。そのうえで、①患者が自身の請求権保有に否

定的認識を有する場合、②患者が家族の請求権保有に否定的認識を有する場合、③家族が

自身の請求権保有に否定的認識を有する場合、④家族が患者の請求権保有に否定的認識を

有する場合の 4つの状況別に、否定的影響を低減するための対応策を検討した。 

「2. 請求実施/未実施に伴う患者・家族への影響」については、調査 1、2、4の結果を

総合し、請求制度のもとで患者・家族に生じ得る肯定的影響・否定的影響が示された。結

果通知以後の否定的影響としては、認容時には「医療者との関係性への悪影響」、「治療継

続・症状管理に関する問題」、「退院に伴う不安・問題」が、非認容時には「関係性への悪

影響」、「否定的心理的反応」、「治療継続・症状管理に関連する問題」が生じることが示さ

れた。認容時には、医療者との関係性の悪化が生じ得ることが示された一方、非認容時に

は、医療者との関係性の悪化に加え、【患者-家族の関係性悪化】や、【家族の治療協力の

辞退】が生じ得ることが示されている。これらの結果をふまえ、請求未実施者に生じる否

定的影響、および請求実施者に生じる否定的影響を低減するための対策について検討を行

った。 

「3. 請求制度のもとで生じる医療者への影響」については、調査 4から得られた結果

を活用し、請求制度のもとで医療者に生じ得る肯定的影響・否定的影響を整理した。否定

的影響に関しては、結果通知以前には、「審査関連業務の負担」、「審査過程で生じる臨床

的問題」、「医療者の心理的負担」が、結果通知以後には、「臨床上の懸念・負担」、「法的

紛争・経営に関連する負担・責任」、「否定的心理的反応」が生じる可能性が示された。こ

れらをふまえ、結果通知の前後で生じる否定的影響を低減するための対策について検討を

行った。 

「4. 請求実施/未実施に至るプロセス」については、調査 1～4の結果を総合し、「動機

の有無」、「理解の有無・解釈の仕方」、「促しの有無」、「気力の有無」、「医療者への恐怖心

の有無」が請求実施の意思決定と関連することが明らかとなった。請求へのアクセスを保

障するためには、請求動機の顕在化、請求実施における阻害要因の低減と促進要因の強

化、請求制度に対する医療者の肯定的姿勢が重要であると考えられる。 



 

 

総合考察では、本研究が患者・家族・医療者の 3者から得られたデータに基づき、請求

制度に対する多様な否定的認識の抽出やその構造の明確化、および否定的影響への対応に

関する考察を主に行ってきたこと、そして多面的・包括的視点による分析が、患者・家

族・医療者の葛藤や負担を具体的に描出することに有用であったことを報告した。精神障

害者の人権擁護ならびに適正な医療の確保（大谷, 1991）を追求するためには、患者の体

験や認識を理解し、患者の意向を最優先に反映させていくことが必要であるという見方も

可能である。しかし、家族がアドボケイターとして機能し、また医療者が人権に配慮した

医療を提供するうえでは、家族・医療者の負担を明確化したうえで、それらを低減する支

援もあわせて求められる。特に、請求制度へのアクセスに関しては、医療者の請求制度に

対する姿勢が、請求実施の阻害要因あるいは促進要因となり得ることが明らかになった。

患者・家族の意思決定プロセスに対して医療者が少なからずコントロールを有していると

いう点は、説明の方法や、再度の説明および実施を促すことに関する姿勢が医療者間で異

なる状況からも確認できる。医療者が請求制度に対して肯定的認識を有するようになるこ

とが、請求制度の積極的かつ効果的な活用に結びついていくと考えられる。請求制度本来

の役割を常に念頭に置きながらも、患者・家族・医療者それぞれの思いを尊重していくこ

とが不可欠である。 

4つの調査、ならびに調査結果に対する分析・考察により、研究目的を一定程度果たし

たと考えられる。平田（2013）は、審査会の問題点の背景は制度的・歴史的制約と関連し

ており、一朝一夕には改善しがたい面があると指摘したうえで、諸制度（上部構造）を変

革するのは、日常臨床と同様、実務上の創意工夫（下部構造）であると述べる。当事者の

視点から請求制度がもたらす影響を幅広く捉え整理したことは、臨床上・実務上の問題点

の明確化や、創意工夫を議論するための基盤的データの提供に結びついたと考えられる。 
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論文審査結果の要旨 

＜論文審査結果＞ 

本博士論文は、精神科病院に入院している患者の退院請求・処遇改善請求制度に関す



 

 

る患者・家族・医療者の体験と認識を把握するために実施した調査の結果、ならびにその

結果に対する分析・考察である。精神医療審査会および退院請求・処遇改善請求に関する

歴史的背景や現状を押さえた上で、この制度に関わった患者・家族・医療者それぞれの体

験や、この制度に対する認識を調査し、それを踏まえた上で、この制度の抱える問題点を

洞察したのみならず、強制力を伴う精神科入院治療のあるべき姿を展望する端緒も描出し

ている。こうした制度の諸外国での運用実態や、請求件数が少ない理由、精神保健指定医

の資質向上の必要性、医療や処遇に問題のある医療機関の特徴、本邦における強制入院制

度の俯瞰、家族とは何かという洞察などができていれば、さらに優れた研究になっただろ

うが、患者・家族・医療者の心情を丁寧に収集したことによる論文の資料的な価値や、こ

の主題を客観的・科学的に取り上げようと試みた新奇性は充分に評価できた。２名の副査

とも合議の上、本博士論文は、博士の学位に足るものであると判断した。 

 

＜口述試問結果＞ 

 論文審査結果のなかに記した発展的課題についての質問にも、適確かつ誠実に答える

ことができた。精神医療審査会や請求制度の告知法を改善する必要性や、人権擁護と公共

の福祉の関係性、倫理学における paternalismの復権が精神科医療に及ぼす影響、多数の

調査対象者の語りをもとに行う研究の方法論的な位置づけなどについても、主査・副査と

の対話のなかで洞察を深めることができ、今後、さらに研究を発展させるための示唆を得

た様子が窺われた。２名の副査とも合議の上、口述試問結果は、博士の学位に足るもので

あると判断した。 

 


